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〇〇〇〇企業年金基金監事監査規程の一部を変更する規程（案）
〇〇〇〇企業年金基金監事監査規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
　　
監事監査規程変更理由書
この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（令和４年１２月２３日付年企発1223第２号）の発出に伴い、企業年金基金において、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により監事監査を実施することを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文


	新
	旧

	（監査の種類）
第〇条　
　監査は、定例監査及び特別監査とし、書面、実地又はオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により実施するものとする。
　附　則
この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。


	（監査の種類）
第〇条　
　監査は、定例監査及び特別監査とし、書面又は実地により行うものとする。



本資料の内容は、当社提供の規程の雛型に基づく変更例となります。





本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。


本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。


　◇２０２２．１２．２７　日本生命保険相互会社　団体年金コンサルティングＧ　発行（日本-年基-202212-170-0415-D）








規程の雛形（続報）





２０２２年１２月


日本生命保険相互会社


団体年金コンサルティングＧ





別紙２





通知の発出に伴う監事監査規程の変更について





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の議決日
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